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退職日の「翌日」の日付 口座振替依頼書は後日保険証と
一緒に送付します

事業主が記入
※記入がなくても提出できますが、保険証の交付が遅くなることがあります。
（この欄の記入の代わりに、退職証明書・雇用保険の離職票の写し等の添付でも可）

原則記入不要
記入すると確認書類が必要

記入不要

初回の前納については、提出日によって取り扱いが
できない場合があります
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マイナンバーを必ず記入

ど
ち
ら
か
を
必
ず
記
入 収入状況について、マイナンバーを利用した情報照会を希望しない場合、チェック☑する

※16歳以上の被扶養者は収入が確認できる書類が必要です。

被保険者（本人）の名前

被扶養者の収入状況について、マイナンバーを
利用した情報照会を希望する場合、郵便番号を記入

（添付書類は不要ですが、何らかの事由で情報を取得できない場合

は、添付書類が必要になります。この場合、書類を一旦お返しさせて

いただきます。お急ぎの場合は、下の「希望しない」に☑のうえ、お手

続きに必要な添付書類をあらかじめ添付してください。）


